
令和７年度寒河江市創業支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、商業等の振興及び活性化を図るため、寒河江市内の空き店

舗又は空き家で創業する者の貸借及び改装並びに広告宣伝に対し、予算の範囲

内において補助金を交付することに関し、寒河江市補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する規則（平成６年市規則第１７号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 空き店舗 寒河江市内において、商業等の事業活動を継続することが断念

され、店舗、事務所等の営業用の建物の全部又は一部が事業活動の場として

使われていない物件をいう。ただし、次に掲げる物件を除く。 

ア 寒河江市中心市街地活性化センター 

イ 延床面積が５００平方メートル以上の物件 

⑵ 空き家 寒河江市内において、事業、貸付け及び居住を目的とした使用が

されていない建築物をいう。ただし、次に掲げる建築物を除く。 

ア これまで居住の実態がない建築物 

イ 集合住宅（マンション、アパート等をいう。） 

⑶ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項

各号に規定する者をいう。 

⑷ 大企業者 中小企業者以外の法人をいう。 

（補助対象者及び補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別表



第１に定める事業を営む者で、次の各号に掲げる事業に応じて当該各号に掲げ

るものとする。 

⑴ 空き店舗活用事業 購入し、又は貸借する空き店舗に本店、支店等を開設

し（以下「新規開業等」という。）、当該本店等で１年以上継続して営業す

ることが見込まれる個人事業主、中小企業者又は大企業者。ただし、大企業

者は、対象区域（寒河江市中央、本町、丸内、幸町、南町、元町、若葉町）

で新規開業等する者に限る。 

⑵ 空き家活用事業 購入し、又は貸借する空き家に新規開業等し、当該本店

等で１年以上継続して営業することが見込まれる個人事業主又は中小企業者 

⑶ 広告宣伝事業 令和４年４月１日以後に寒河江市内の空き店舗又は空き家

に新規開業等した個人事業主又は中小企業者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。 

⑴ 単に市内における事業所の移動と認められる者 

⑵ フランチャイズ（親業者が加盟店に対し、商号又は商標の使用とともに与

える一定地域内での独占的販売権をいう。）により新規開業等する者 

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第 

１２２号）に規定する風俗営業（同法第２条第１項に該当する事業で、市長

が適当と認めるものを除く。）又は性風俗関連特殊営業を営む者 

⑷ 寒河江市暴力団排除条例（平成２４年市条例第１６号）第２条第２号に規

定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団員等が経営又は運営に実質

的に関与している者 

⑸ 補助金の交付を受けようとする者（法人にあっては代表者をいう。以下「申

請者」という。）が、空き店舗又は空き家の所有者（法人にあっては代表者

をいう。）と同一人又は親族（配偶者又は２親等以内の血族若しくは姻族を

いう。）若しくは雇用関係にある者 



⑹ 市税等の滞納がある者（市に納税相談をしている者を除く。） 

⑺ 過去に本補助金の交付を受けた者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

新規開業等に係る別表第２に定める経費とする。ただし、消費税及び地方消費

税は、補助金の交付の対象としない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に２分の１（産業競争力強

化法（平成２５年法律第９８号）第２条第３１項第１号に規定する認定特定創

業支援等事業による支援を受けている補助対象者は、３分の２）を乗じて得た

額（１，０００円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額）以内

の額とし、第３条第１項第１号及び第２号に規定する事業にあっては５０万円、

同項第３号に規定する事業にあっては１０万円をそれぞれ上限とする。この場

合において、補助対象者が補助金の交付を受けられる回数は、同項各号の事業

のいずれか１回限りとする。 

２ 前項の補助金の額の算出に当たって、補助対象者が実施する補助事業につい

て、国、県、公共団体、業界団体その他これらに準じる団体から補助金等の交

付を受けた場合又は交付の決定を受けている場合は、その補助金等の額を補助

対象経費から控除して算出するものとする。 

（補助金等交付申請書） 

第６条 申請者は、規則第５条の規定にかかわらず、令和７年度寒河江市創業支

援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、令和８年

２月２８日まで提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 収支予算書（様式第３号） 



⑶ 会社等概要書（様式第４号） 

⑷ 同意書・誓約書（様式第５号） 

⑸ 空き店舗又は空き家に関する賃貸借又は売買を証する書類 

⑹ 改装費又は広告宣伝費を支出する場合は、見積書の写し 

⑺ 個人の場合は、住民票、運転免許証その他住所を確認できるものの写し 

⑻ 法人の場合は、定款又はこれに準ずるもの 

⑼ 補助金振込先口座の通帳の写し 

⑽ 認定特定創業支援等事業による支援を受けている場合は、当該証明書の写

し 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助事業の変更、中止及び廃止の条件） 

第７条 規則第７条第１項第１号ア及びイに規定する補助事業の軽微な変更は、

次に掲げる変更以外の変更とする。 

⑴ 補助事業の事業内容の新設又は廃止 

⑵ 補助事業の実施主体の変更 

⑶ 補助対象経費の２０パーセントを超える増減 

⑷ 補助金の額が増減する変更 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により補助事業の変更等について市長の承認

を受けようとするときは、令和７年度寒河江市創業支援事業補助金変更（中止、

廃止）承認申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて提出しなければな

らない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号。変更の場合に限る。） 

⑵ 収支予算書（様式第３号。変更の場合に限る。） 

⑶ その他事業の変更、中止又は廃止を説明するための書類 

３ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合は、その内容を審査の上、



補助事業の変更、中止又は廃止を承認し、補助金の額を変更するときは、規則

第８条の規定にかかわらず、令和７年度寒河江市創業支援事業補助金変更交付

決定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により補助事業の変更、中止又は廃止の承認をするとき

は、必要な条件を付すことができる。 

（補助事業実績報告書） 

第８条 規則第１４条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次

に掲げるとおりとする。 

⑴ 事業報告書（様式第８号） 

⑵ 収支決算書（様式第３号） 

⑶ 補助対象経費に係る領収書の写し 

⑷ 改装費を支出した場合は、施工前及び施工後の記録写真 

⑸ 広告宣伝費を支出した場合は、チラシ、情報誌その他の成果物を確認でき

る書類 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（帳簿等の保管） 

第９条 規則第２２条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日が

属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければならない。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

日本標準産業分類（統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定す

る統計基準として定められたもの）による。 

小売業 産業分類大分類Ｉ（卸売業、小売業） 中分類５６（各種商品

小売業）、中分類５７（織物、衣服、身の回り品小売業）、中分

類５８（飲食料品小売業）、中分類５９（機械器具小売業）、中

分類６０（その他の小売業）に属するもの 

飲食業 産業分類大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業） 中分類７６（飲

食店。ただし、小分類７６６バー、キャバレー、ナイトクラブ

を除く。）、中分類７７（持ち帰り・配達飲食サービス業）に属

するもの 

医療・福祉 産業分類大分類Ｐ（医療・福祉） 中分類８３（医療業）、中

分類８４（保健衛生）、中分類８５（社会保険・社会福祉・介

護事業）に属するもの 

教育・学習支

援事業 

産業分類大分類Ｏ（教育、学習支援業） 中分類８１（学校教

育）、中分類８２（その他の教育、学習支援業）に属するもの 

サービス業 産業分類大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業） 中分類７０（物

品賃貸業）、産業分類大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービ

ス業） 中分類７２（専門サービス業（他に分類されないも

の））、中分類７３（広告業）、中分類７４（技術サービス業（他

に分類されないもの））、産業分類大分類Ｎ（生活関連サービス

業、娯楽業） 中分類７８（洗濯・理容・美容・浴場業）、中

分類７９（その他の生活関連サービス業）、中分類８０（娯楽

業）、産業分類大分類Ｒ（サービス業（他に分類されないもの）） 

中分類９１（職業紹介・労働者派遣業）、中分類９２（その他

の事業サービス業）、中分類９５（その他のサービス業）に属

するもの 

情報サービス

業 

産業分類大分類Ｇ（情報通信業） 中分類３９（情報サービス

業）、中分類４０（インターネット付随サービス業）に属する

もの 

研究開発事業 産業分類大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 中分

類７１（学術・開発研究機関）に属するもの 

 



別表第２（第４条関係） 

区 分 補助対象経費 

空き店舗

活用事業 

家賃 令和７年４月１日と賃貸借を開始した日のいずれか遅

い日の翌月から令和８年３月末日までの空き店舗の賃

借料（敷金、礼金等、家賃以外の経費を除く。） 

改装費 内装工事費、外装工事費、給排水・ガス設備工事費、サ

イン工事費、電気工事費、美装工事費 

空き家活

用事業 

改装費 内装工事費、外装工事費、給排水・ガス設備工事費、サ

イン工事費、電気工事費、美装工事費 

広告宣伝

事業 

広告宣

伝費 

チラシ等作成費、情報誌掲載料、ＨＰ作成費、ＳＮＳ運

営管理費 等 

※空き家活用事業の場合は、店舗部分の改装に係る経費に限る。 


